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第５章 公害対策 

 
第１節 大気汚染 
 
１ 大気汚染 
大気汚染は、人間や植物に悪影響を与えるほど有害な物質が大気中に放出されることで

あり、広い意味では火山から排出される二酸化硫黄やスギ花粉・黄砂などの自然現象も含

みますが、一般的には人間の産業活動の結果として大気が汚染されることをいいます。 
大気汚染物質は、大別すると排出源の様態から「ばい煙」「粉じん」「自動車排気ガス」

の３つに分類されます。この３つの分類には、それぞれ下表に示すような汚染物質が含

まれています。 
これらの内、炭化水素・窒素酸化物・二酸化硫黄は、光反応によって光化学スモッグ

となり、雲に取り込まれて酸性雨の原因になったりします。 
工場・事業所における事業活動に伴って生ずるものについては、大気汚染防止法におい

て「ばいじん」「粉じん」として規制され、自動車の運行に伴い生ずるものについては、

同法に基づき、「粒子状物質(ディーゼル黒煙)」として規制されます。 
 
大気汚染防止法の規制対象物質 
規制物質 物質の例示 発生形態 発生施設 
硫黄酸化物 
 

二酸化硫黄 
三酸化硫黄 

物の燃焼 
 

ばい煙発生

施設 
ばいじん 煤など 物の燃焼又は熱源

としての電気利用 
ばい煙発生

施設 
窒素酸化物 

ば

い

煙 
 
有害物質 
 カドミウム、鉛、フッ化水素、

塩素、塩化水素など 

物の燃焼、合成、

分解など 
 

ばい煙発生

施設 

一般粉じん セメント粉、石灰、鉄粉など 一般粉じん

発生施設 
粉

じ

ん 特定粉じん 
 

石綿 
 

物の粉砕、選別、

たい積など 
 特定粉じん

発生施設 
自動車排気ガス 一酸化炭素、炭化水素、鉛、窒

素酸化物 
自動車の運行 自動車 
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２ 大気汚染の現況 

県内の大気汚染状況は、一時期に比べると改善の傾向にあるものの、自動車台数の増

加等により一部の項目では更に対策を必要とする状況にあります。 

  なお、一般環境中における測定状況は次のとおりです。 

(1) 二酸化硫黄 SO2   

主として石油や石炭に含まれる硫黄分の燃焼に伴い排出されますが、すべての測定

値で環境基準を達成しています。  
                     幸手局測定値（単位：ppm） 

 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 

年平均値 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 
日平均値の 2％除外値 0.010 0.009 0.010 0.010 0.009 0.008 
1時間値の最高値 0.043 0.036 0.082 0.095 0.056 0.057 
基準 日平均：0.004以下、1時間：0.1以下         県大気汚染常時監視測定結果報告書より抜粋 

 

(2) 浮遊粒子状物質 SPM 
大気中に浮遊する粒子物質のうち、粒径 10 ﾏｲｸﾛﾒｰﾀｰ（１ﾏｲｸﾛﾒｰﾀｰ＝１／1000 mm）
以下の物質を測定していますが、徐々に好転しています。 

            幸手局測定値（単位：mg/m3） 
 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 

年平均値  0.045 0.038 0.045 0.042 0.038 0.034 
日平均値の 2％除外値 0.113 0.089 0.104 0.105 0.101 0.081 
1時間値の最高値 0.315 0.319 0.432 0.304 0.253 0.271 

 基準 日平均：0.10以下、1時間：0.20以下         県大気汚染常時監視測定結果報告書より抜粋 

 
(3) 一酸化窒素 NO  
主として物の不完全燃焼により発生し、その主な発生源は自動車ですが、環境基準

を達成しています。 
               幸手局測定値（単位：ppm） 

 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 
年平均値   0.018 0.018 0.018 0.018 0.013 0.012 
日平均値の年間 98％値 0.085 0.084 0.076 0.086 0.064 0.051 
1時間値の最高値 0.286 0.443 0.341 0.258 0.297 0.228 
基準 日平均：10以下、1時間：20以下                    県大気汚染常時監視測定結果報告書より抜粋 

 
 

 

 

 



 3 

(4) 二酸化窒素 NO2 

主として物の燃焼により発生した一酸化窒素が大気中で酸化されたもので、すべて

の測定局で環境基準を達成しています。 
               幸手局測定値（単位：ppm） 

 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 
年平均値   0.021 0.021 0.022 0.021 0.020 0.019 
日平均値の年間 98％値 0.043 0.044 0.042 0.040 0.036 0.035 
1時間値の最高値 0.117 0.079 0.080 0.100 0.094 0.081 
基準 日平均：0.040.06以下                               県大気汚染常時監視測定結果報告書より抜粋 

 
(5) 窒素酸化物 ＮＯＸ 

一酸化窒素と二酸化窒素の値をあわせたもので、環境基準を達成しています。 
               幸手局測定値（単位：ppm） 

 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 
年平均値   0.039 0.039 0.040 0.039 0.033 0.031 
日平均値の年間 98％値 0.123 0.125 0.040 0.124 0.097 0.082 
1時間値の最高値 0.349 0.510 0.412 0.326 0.360 0.277 

県大気汚染常時監視測定結果報告書より抜粋 
 
(6) 町内大気質調査結果 

平成１５年度は未実施です。 

 

３ 大気汚染に係る環境基準 

 

物  質 環  境  上  の  条  件 告示年月日 

二酸化硫黄 １時間値の１日平均値が 0.04ppm以下であり、かつ、
1時間値が 0.1ppm以下であること。 昭和 48年 5月 16日 

一酸化炭素 １時間値の１日平均値が 10ppm以下であり、かつ、
1時間値の 8時間平均値が 20ppm以下であること。 

浮遊粒子状物質 １時間値の１日平均値が 0.10 mg/m3以下であり、か
つ、1時間値が 0.20 mg/m3以下であること。 

光化学ｵｷｼﾀﾞﾝﾄ 1時間値が 0.06ppm以下であること。 

昭和 48年 5月８日 

二酸化窒素 １時間値の１日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm ま
でのゾーン内またはそれ以下であること。 昭和 53年 7月 11日 

ベンゼン １年平均値が 0.003 mg/m3以下であること。 
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ １年平均値が 0.2 mg/m3以下であること。 
ﾃﾄﾗｸﾛｴﾁﾚﾝ １年平均値が 0.2 mg/m3以下であること。 

平成 9年 2月 4日 

ジクロロメタン １年平均値が 0.15 mg/m3以下であること。 平成 13年 4月 20日 
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４ 固定発生源規制 

大気汚染を防止するため、工場・事業場などの固定発生源については、大気汚染防止

法及び県生活環境保全条例に基づいて排出規制を行っています。 
 

大気汚染防止法による発生源規制 
区   分 施設の種類・規模 規制物質及び規制方法 

ばい煙発生施設 
（届出を要する） 

ボイラー、金属溶解炉等一定規模

のもの（33項目） 

硫黄酸化物――K値規制 
       総量規制 
ばいじん ――濃度規制 
有害物質（塩化水素、窒素酸化物

等５物質）――濃度規制 
その他――事故時における応急・

復旧措置と通報業務 
一般粉じん発生施設 

（届出を要する） 
鉱物、土石の体積場等一定規模の

もの（5項目） 一般粉じん――構造上の基準 

特定粉じん発生施設 
（届出を要する） 

混合機、切断機等一定規模のもの

（9項目） 
石綿（アスベスト） 
――敷地境界濃度規制 

特定粉じん排出等作業 
（届出を要する） 

吹き付け石綿の使用建築物（一定

規模）の解体作業等（2項目） 吹き付け石綿（アスベスト） 

特定施設 
（届出を要しない） 

アンモニア、フッ化水素等 28物質
の特定物質を発生する施設（ばい

煙発生施設を除く） 

特定物質（アンモニア等 28物質）
――事故時における応急・復旧措

置と通報義務 
特定物質排出施設 
（届出を要しない） 

指定物質を排出させる施設で一定

規模のもの（13項目） 
指定物質抑制基準（ダイオキシン

類等４物質）――抑制基準 

 
 
県生活環境保全条例による発生源規制 
区   分 施設の種類・規模 規制物質及び規制方法 

特定ばい煙発生施設 

（届出を要する） 

金属溶解炉・小型焼却炉等一定規

模のもの（９項目） 

硫黄酸化物――K値規制 
       総量規制 
ばいじん ――濃度規制 
有害物質（塩化水素、ダイオキシ

ン類等５物質）――濃度規制 
小型焼却炉のみ構造基準と維持管

理基準 
特定粉じん発生施設 

（届出を要する） 
セメント製造、加工用ホッパー等

一定規模のもの（６項目） 粉じんーー構造上の基準 

 
大気汚染防止法に基づく上乗せ条例による発生源規制 
区   分 施設の種類・規模 規制物質及び規制方法 

ばい煙発生施設 廃棄物焼却炉（一定規模）等で、

有害物質を発生する施設 
塩化水素、フッ素、フッ化水素、

フッ化ケイ素――濃度規制 
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５ 町内における届出状況 
 
大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設            (1５年度末) 
項番号 施  設  名 施設数 事業所数 
１ ボイラー ３５ １９ 
５ その他の溶解炉 ４ １ 

１０ 無機化学工業品又は食料品の製造の用

に供する反応路及び直火炉 ２ １ 

１３ 廃棄物焼却炉 ２ １ 
３０ ディーゼル機関 ５ ５ 

 
指定ばい煙発生施設                     (1５年度末)  
項番号 施  設  名 施設数 事業所数 
６ アルミ二ウム二次精錬溶解炉 １ １ 

  ９ 廃棄物焼却炉 ５ ５ 
 
一般粉じん発生施設                     (1５年度末) 
項番号 施  設  名 施設数 事業所数 
２ 鉱物又は土石の堆積場 1 1 

 
指定粉じん発生施設                     (1５年度末) 
項番号 施  設  名 施設数 事業所数 
２ ベルトコンベア ７ ２ 
４ 粉砕機 ２ １ 
８ バッチャープラント ４ ４ 

 

６ 酸性雨 

  水は通常、水素イオン濃度（pＨ）が 7前後ですが、雨水には主に空気中の二酸化炭素
（CO2）がとけ込み、pＨが５～６前後になります。 
これに硫黄酸化物（SＯＸ）や窒素酸化物（ＮＯＸ）などの大気汚染物質が取り込まれて

PHが低下し（酸性が強くなり）５～６以下になった雨を一般に「酸性雨」といいます。 
  これらの物質は、工場・事業場のばい煙や自動車の排気ガス中に含まれ、大気中で酸

化され降雨の落下の過程で雨水に入り発生するといわれています。 
  酸性雨は湖沼や森林等の生態系に影響を与えるとされており、広域的な汚染現象であ

るため、特に欧米や北欧で森林が枯れるなどの被害が出て大きな問題になりました。日

本でも、昭和 48年に酸性雨による健康被害の訴えがあり、県内では昭和 49年 7月に酸
性雨が降り「目が痛い」等の被害の訴えがありました。 
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７ 光化学スモッグ 

自動車の排気ガスや工場のばい煙などによって、大気中に排出された窒素酸化物や炭

化水素等は、太陽の紫外線の影響を受けて複雑な光化学反応を起こし光化学オキシダン

トを発生させます。この光化学オキシダントが高濃度になると、目やのどの痛み、アサ

ガオやサトイモなどの植物に被害を与えます。 
  町では、県からの注意報等の発令を受け、町内の各小中学校や関係機関へ注意を呼び

かけています。 
      

光化学スモッグ注意報等発令基準 
区  分 発令基準 

予報 ＊ 
注意報 0.12ppm 
警報 0.2ppm 
重大緊急法 0.4ppm 

   ＊気象状況により濃度が上昇すると予想される時発令する 
 

発令状況 
                                  幸手局測定値 

 予  報 注 意 報 警   報 重大緊急報 被 害 者 
平成 10年度 ５ ３ ０ ０ ０ 
平成 11年度    ９    ６    ０    ０    ０ 
平成 12年度 ３４   １８ ０ ０ ０ 
平成 13年度 ２７ ６ ０ ０ ０ 
平成 14年度 １９ ９ ０ ０ ０ 
平成 15年度  ６ １２ ０ ０ ０ 
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第２節 水質汚濁 
      
１ 水質汚濁 
工場・事業場や家庭では、水を使った後に汚れた水を排出しています。河川・湖沼に排

出された汚れの量が自然の浄化能力を超えると、河川・湖沼の水がしだいに汚れていきま

す。これを水質汚濁といいます。 
  従来汚濁の原因は、工場や事業場からの排水であるとされてきましたが、水質汚濁防

止法、埼玉県生活環境保全条例等の規制が強化されてからは、私たちの日常生活に起因す

る、生活排水による汚濁のウエイトが高まっています。 
  なお、水量の多い時期は生物化学的酸素要求量（BOD）の値は低くなり、水量の少な
い時期は値が高くなる傾向があります。 
  
２ 水質汚濁の現況 
  町内に流れる主要河川は、江戸川、大落古利根川、中川、倉松川の４河川があります。

このうち江戸川を除く３河川について、毎年１地点、年４回水質調査を実施しています。 
 
生物化学的酸素要求量（BOD）の経年変化          基準 ５ｍｇ／ｌ以下 
   年度 

河川名 
H９ H10 H11 H12 H13 H14 H15 

大落古利根川 4.9 4.7 5.7 3.9 3.60 3.08 5.08 

中    川 4.0 4.8 4.9 4.7 3.70 4.78 3.78 

倉  松  川 5.4 10.1 3.6 3.6 4,38 4.28 6.75 

                                 （年平均値）                                 

 
浮遊物質量（SS）の経年変化                基準 50ｍｇ／ｌ以下 
     年度 

河川名 
H９ H10 H11 H12 H13 H14 H15 

大落古利根川 23.00 19.50 24.44 22.0 33.75 18.00 22.00 

中    川 37.25 25.50 28.00 26.0 24.00 24.75 21.00 

倉  松  川 25.75 54.50 33.50 29.0 21.50 39.25 30.00 

                                   （年平均値） 

  
水素イオン濃度（ｐH）の経年変化             基準 6.5以上 8.5以下 
     年度 

河川名 
H９ H10 H11 H12 H13 H14 H15 

大落古利根川 7.2 7.2 7.3 7.0 7.28 7.28 7.45 

中    川 7.3 7.4 7.4 7.1 7.33 7.30 7.50 

倉  松  川 7.2 7.3 7.2 7.1 7.35 7.30 7.58 

                                   （年平均値） 
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溶存酸素量（ＤＯ）の経年変化               基準 ５ｍｇ／ｌ以上 

     年度 
河川名 

H９ H10 H11 H12 H13 H14 H15 

大落古利根川 7.7 7.9 8.1 8.4 8.10 9.20 7.75 

中    川 7.5 8.1 8.2 8.0 8.68 8.50 8.75 

倉  松  川 5.35 7.25 6.7 7.7 6.45 7.38 8.60 

                                   （年平均値） 

                                    
全りんの経年変化                      

     年度 
河川名 

H９ H10 H11 H12 H13 H14 H15 

大落古利根川 0.5 0.4 0.4 0.32 0.42 0.25 0.43 

中    川 0.21 0.33 0.28 0.19 0.23 0.30 0.27 

倉  松  川 0.39 0.6 0.38 0.27 0.40 0.31 0.41 

                                   （年平均値） 

 
全窒素の経年変化                      

     年度 

河川名 
H９ H10 H11 H12 H13 H14 H15 

大落古利根川 7.1 6.53 8.48 6.06 5.38 4.18 5.48 

中    川 4.55 5.88 6.30 3.80 4.25 4.15 3.45 

倉  松  川 5.58 7.33 9.98 4.48 7.40 4.53 5.00 

                                    （年平均値）                                  

  ※大落古利根川及び中川は「生活環境の保全に関する環境基準」C類型指定、倉松川は類型指
定無し 
※ 調査地点 ・大落古利根川（万願寺橋）・中川（万年橋）・倉松川（堤根橋） 
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３ 公共水域の環境基準 
 水質における環境基準は、人の健康の保護に関する項目（健康項目）及び生活環境の保

全に関する項目（生活環境項目）が定められています。 
人の健康の保護に関する環境基準は、すべての公共水域に適用され、一方、生活環境

の保全に関する環境基準は、公共用水域について利水目的に応じた水域類型が定められ

ています。なお、江戸川は A類型、大落古利根川、中川は C類型、倉松川は無指定とな
っています。 

人の健康の保護に関する環境基準 

項  目 基 準 値 項  目 基 準 値 

カドミウム 0.01㎎／ｌ以下 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 1㎎／ｌ以下 

全シアン 検出されないこと 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.006㎎／ｌ以下 

鉛 0.01㎎／ｌ以下 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.03㎎／ｌ以下 

六価クロム 0.05㎎／ｌ以下 ﾃﾄﾗｸﾛｴﾁﾚﾝ 0.01㎎／ｌ以下 

砒素 0.01㎎／ｌ以下 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛペン 0.002㎎／ｌ以下 

総水銀 0.0005㎎／ｌ以下 チウラム 0.006㎎／ｌ以下 

アルキル水銀 検出されないこと シマジン 0.003㎎／ｌ以下 

PCB 検出されないこと ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ 0.02㎎／ｌ以下 

ジクロロメタン 0.02㎎／ｌ以下 ベンゼン 0.0１㎎／ｌ以下 

四塩化炭素 0.002㎎／ｌ以下 セレン 0.01㎎／ｌ以下 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.004㎎／ｌ以下 
硝酸性窒素及び亜
硝酸性窒素 

10㎎／ｌ以下 

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.02㎎／ｌ以下 ふっ素 0.8㎎／ｌ以下 

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.04㎎／ｌ以下 ほう素 1㎎／ｌ以下 

（注）１）基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値
とする。 

    ２）「検出されないこと」とは、測定結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 
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 基準項目 
項   目 区分 説      明 主な使われ方 

一般細菌 水の一般的清浄度を示す指標で、平常時は水道水

中には極めて少ないが、これが著しく増加した場

合には病原生物に汚染されている疑いがある。 

 

大腸菌群 

病原生物

の指標 

大腸菌及び大腸菌と性状の似た細菌の総称で、人、

動物の腸管内や土壌に存在している。水道水中に

大腸菌群が検出された場合には病原生物に汚染さ

れている疑いがある。 

 

カドミウム 河川水等に検出されることはまれですが、鉱山排

水や工場排水などから混入することがある。イタ

イイタイ病の原因物質として知られている。 

電池、メッキ、 

顔料 

水 銀 水銀鉱床等の地帯を流れる河川や工場排水、農薬、

下水などの混入によって河川水等で検出すること

がある。有機水銀化合物は水俣病の原因物質とし

て知られている。 

温度計、 

歯科材料 

セレン 鉱山排水や工場排水などの混入によって河川水等

で検出されることがある。 

半導体材料、 

顔料、薬剤 

鉛 鉱山排水や工場排水などの混入によって河川水等

で検出されることがある。水道水中に含まれてい

ませんが鉛管を使用している場合には検出するこ

とがある。 

鉛管、蓄電池、

活字、ハンダ 

砒 素 鉱泉、鉱山排水、工場排水などの混入によって河

川水等で検出することがある。 

合金、 

半導体材料 

六価クロム 鉱山排水や工場排水などの混入によって河川水等

で検出されることがある。 

クロム合金、 

皮なめし 

シアン 工場排水などの混入によって河川水等で検出する

ことがある。シアン化カリウムは青酸カリとして

知られている。 

害虫駆除剤、 

メッキ 

硝酸性窒素及び亜硝

酸性窒素 

無機物質 

重金属 

窒素肥料、腐敗した動植物、生活排水、下水など

の混入によって河川水等で検出される。高濃度に

含まれると幼児にメトヘモグロビン血症（チアノ

ーゼ症）を起こすことがある。 

無機肥料、火薬 
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フッ素 

 

 

 

主として地質や工場排水などの混入によって河川

水等で検出される。適量摂取は虫歯の予防効果が

あるとされていますが、高濃度に含まれると斑状

歯の症状が現れることがある。 

フロンガス製

造 

 

 

ホウ素  火山地帯の地下水や温泉、ホウ素を使用している

工場からの排水などの混入によって河川などで検

出されることがある。 

ガラス、陶器 

四塩化炭素 フロンガス原料 

1,4-ジオキサン 洗浄剤 

1,1-ジクロロエチレン ポリビニリデン

原料 

ジクロロメタン 殺虫剤、塗料 

シス‐1,2-ジクロロエチ

レン 

溶剤、香料、 

ラッカー 

テトラクロロエチレン ドライクリーニ

ング 

トリクロロエチレン 溶剤、脱脂剤 

ベンゼン 

一般有機

化学物質 

 

 

 

 

化学合成原料、溶剤、金属の脱脂剤、塗料、ドラ

イクリーニングなどに使用され、地下水汚染物質

として知られている。 

 

 

 

染料、合成ゴム 

クロロホルム 

ジブロモクロロメタン 

ブロモジクロロメタン 

ブロモホルム 

総トリハロメタン 

消毒副生

生物 

原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応し

て生成されます。クロロホルム、ジブロモクロロ

メタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルムの

合計を総トリハロメタンという。 

 

1,3-ジクロロプロペン 

（D-D） 

畑等で土壌害虫防除を目的に使用されますが、揮

発性が高く水中から大気に気散するため、河川水

等での検出例はほとんどない。 

殺虫剤 

シマジン（CAT） 野菜畑、果樹畑、ゴルフ場等で雑草防除を目的に

使用される代表的な畑作除草剤。 

除草剤 

チウラム 野菜畑、果樹畑、ゴルフ場等で病害防除を目的に

使用される。 

殺虫剤 

チオベンカルブ 

（ベンチオカーブ） 

農薬 

水田等で雑草防除を目的に使用される。 除草剤 
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生活環境の保全に関する環境基準 

基      準      値 項目 
 
 
類
型 

 
利用目的の適応性 

 

水素イオン
濃度 (PH) 

生物化学的
酸素要求量      
(BOD) 

浮遊物質量
(SS) 
 

溶存酸素量
(DO) 
 

 
大腸菌群数 
 

 
AA 
 

水道1級 
自然環境保全及び
A以下の欄に掲げ
るもの 

 
6.5以上 
 8.5以下 

 
1㎎/ｌ 
  以下 

 
25㎎/ｌ 
  以下 

 
7.5㎎/ｌ 
  以上 

 
50MPN 
/100ml以下

 
A 
 

水道2級 
水産1級 
水浴 
及びB以下の欄に
掲げるもの 

 
6.5以上 
 8.5以下 
 

 
2㎎/ｌ 
  以下 
 

 
25㎎/ｌ 
  以下 
 

 
7.5㎎/ｌ 
  以上 
 

 
1,000MPN 
/100ml以下
 

B 

水道3級 
水産2級 
及びC以下の欄に
掲げるもの 

 
6.5以上 
 8.5以下 
 

 
3㎎/ｌ 
  以下 
 

 
25㎎/ｌ 
  以下 
 

 
5㎎/ｌ 
  以上 
 

 
5,000MPN 
/100ml以下
 

C 

水道3級 
工業用水1級 
及びD以下の欄に
掲げるもの 

 
6.5以上 
 8.5以下 
 

 
5㎎/ｌ 
  以下 
 

 
50㎎/ｌ 
  以下 
 

 
5㎎/ｌ 
  以上 
 

 
   － 

D 

工業用水2級 
農業用水 
及びE以下の欄に
掲げるもの 

 
6.0以上 
 8.5以下 
 

 
8㎎/ｌ 
  以下 
 

 
100㎎/ｌ 
  以下 
 

 
2㎎/ｌ 
  以上 
 

  
   － 

Ｅ 

工業用水3級 
環境保全 

6.0以上 
 8.5以下 

10㎎/ｌ 
  以下 

ごみ等の
浮遊が認
められな
いこと 

2㎎/ｌ 
  以上 

 
   － 

（注）１ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 
   ２ 水  道１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 
       〃 ２級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 
       〃 ３級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 
   ３ 水  産１級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水

産生物用 
       〃 ２級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用 
       〃 ３級：コイ、フナ等、β―等中腐水性水域の水産生物用 
   ４ 工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 
       〃 ２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 
       〃 ３級：特殊の浄水操作を行うもの 
   ５ 環境保全  ：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む）において不快感を生じない限度 
   
＜参考＞ 
   水質汚濁防止法、環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令別表に掲げる水域に係る環境基準

の水域類型の指定一覧表により、利根川水系の中川中・上流は C類型に属す。 
   水質汚濁防止法第 3条第 3項により、県条例にて環境基準の類型をあてはめる水域の指定で、大落古利根川は C

類型に指定。 
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４ 特定事業所等の排水基準 
   水質汚濁防止法及び埼玉県生活環境保全条例では、特定事業場及び指定排水工場から

出される排出について基準が定められています。 
 

 有害物質                              （単位：mg/ｌ） 
カドミウム及びその化合物 

シアン化合物 

有機リン化合物 

鉛及びその化合物 

六価クロム化合物 

ヒ素及びその化合物 

水銀及びアルキル水銀 

その他の水銀化合物 

アルキル水銀化合物 

 

ポリ塩化ビフェニル 

トリクロロエチレン 

テトラクロロエチレン 

ジクロロメタン 

四塩化炭素 

ｶﾄﾞﾐｳﾑ     0.1 

ｼｱﾝ        1 

1 

鉛       0.1 

六価クロム  0.5 

ヒ素    0.1 

水銀   0.005 

 

検出されないこと 

定量限界0.0005 

0.003 

0.3 

0.1 

0.2 

0.02 

1,2－ジクロロエタン 

1,1－ジクロロエチレン 

シス-1,2-ジクロロエチレン 

1,1,1-トリクロロエタン 

1,1,2-トリクロロエタン 

1,3-ジクロロプロペン 

チウラム 

シマジン 

チオベンカルブ 

ベンゼン 

セレン及びその化合物 

ほう素及びその化合物 

ふっ素及びその化合物 

ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、 

亜硝酸化合物及び硝酸化合物 

0.04 

0.2 

0.4 

3 

0.06 

0.02 

0.06 

0.03 

0.2 

0.1 

ｾﾚﾝ 0.1 

ほう素10 

ふっ素 8 

100 

 

 生活環境項目          （単位：mg/ｌ水素ｲｵﾝ濃度及び大腸菌群数を除く） 

クロム含有量 

大腸菌群数 

（1㎝3につき個） 

2 

日間平均3000 

 

 

窒素含有量 

 

リン含有量 

 

 

120 

（日間平均60） 

16 

（日間平均8） 

水素イオン濃度 (ｐH) 

※生物化学的酸素要求量 

（BOD）    

※浮遊物質量   (SS） 

 

ノルマルヘキサン抽出物質含

有量（鉱油類含有量） 

ノルマルヘキサン抽出物質含

有量（動植物油脂類含有量） 

※フェノール類含有量 

銅含有量 

亜鉛含有量 

溶解性鉄含有量 

溶解性マンガン含有量 

5.8～8.6 

150 

（日間平均120）

180 

（日間平均150）

5 

 

30 

 

5 

3 

5 

10 

10 

化学的酸素要求量

（COD） 

(湖沼に直接排水す

る場合に限る) 

 

160 

（日間平均

120） 

有害物質は、排出量の多少のかかわらず、すべての特定施設等に適用する。 
 生活環境項目は、新設の場合は日平均排水量が10ｍ3以上の工場に適用する。 
 既設の場合は、日平均排水量が30ｍ3以上の工場に適用する。 
 注）※印は埼玉県の上乗せ基準あり 次ページ参照 
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 特定事業場 生活環境項目（上乗せ基準）                    （単位：mg/ｌ） 

（注）１ 既設とは、平成 4年 4月 1日前に設置された施設及び設置工事をしている施設。同日以後に設     
置された施設を新規とする。 

   ２ 基準の異なる複数の施設がある場合には、最も厳しい基準を適用する。 
   ３ 豚・牛・馬房は日平均排水量が 30ｍ3以上、又はＢＯＤの日平均汚濁負荷量が 60 ㎏以上（市

街化区域は 10ｍ3、20㎏）の場合に適用する。 
 
     

５ 町内における届出状況 

 
 水質汚濁防止法による特定施設届出数                   平成 15年度末現在 
特定施設番号 施   設   名      施設数 
２ 畜産食料品製造業の用に供する施設 １ 
１７ 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設 １ 
１８－２ 冷凍調理食品製造業の用に供する施設 １ 
６６－３ 共同調理場に設置される厨房施設 １ 
６７ 洗濯業の用に供する洗浄施設 １ 
７１－５ トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンによる洗浄施設 １ 
７２ し尿処理施設 ９ 

 
 
 
 
 

     上乗せ項目 

特定施設 
生物化学的酸素要求量 

（BOD） 

浮遊物質量 

   （SS） 

フェノール

類含有量 

豚房(総面積50㎡以上) 

牛房(総面積200㎡以上) 

馬房(総面積500㎡以上) 

と畜業・死亡獣蓄取扱業 

 

80（60） 

 

150（120） 

既存 新規 既存 新規 指定地域特定施設 

し尿浄化槽(処理対象人員が

201～500人で指定地域内に設

置されるもの) 

し尿浄化槽 

処理対象人員501～2000 

 

 

60 

 

 

80（70） 

2001人以上 30 

 

 

25（20） 

70（60） 

 

 

60（50） 

下水道終末処理施設 

 

 

 

 

 

5 

上記以外の特定施設 

25（20） 60（50） 

（ ）内は日間平均値   1 
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 規制対象外届                        平成 15年度末現在 
特定施設番号 施   設   名      施設数 
１－２ 畜産農業又はサービス業の用に供する施設 ３ 
２ 畜産食料品製造業の用に供する施設 １ 
３ 水産食料品製造業の用に供する施設 １ 
９ 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機 １ 
１０ 飲料製造業の用に供する施設 １ 
１７ 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設 ６ 
２３－２ 新聞業・出版業・印刷業又は製版業の用に供する施設 １ 
５１－２ 
 
 

自動車用タイヤ若しくは自動車用チューブの製造業、ゴムホ

ース製造業、工業用ゴム製品製造業、更生タイヤ製造業又は

ゴム板製造業の用に供する直接加硫施設 

 
１ 
 

５５ 生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント １ 
６４－２ 水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の施設 １ 
６７ 洗濯業の用に供する洗浄施設 １４ 
７１ 自動式車両洗浄施設 １３ 
７１－２ 
 

科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育を行う事業

場で総理府令で定めるものに設置されるそれらの業務の用

に供する施設 

４ 

７１－３ 一般廃棄物処理施設である焼却施設 １ 
 

 県による特定施設等立入検査 
   県では、水質汚濁防止法に基づく立ち入り検査を実施し、排水基準を超えた工場・

事業場に対し、注意、勧告、命令等の行政措置を講じています。 
 

立入検査と行政措置状況 
立 入 検 査        行 政 措 置 区分 

年度 立入数 排水の採取数 基準適合件数 適合率 改善命令 改善勧告 改善注意 

平成11年度 12 12 10 83.3   2 

平成12年度 9 9 9 100    

平成13年度 16 14 14 100    

平成14年度 25 12 11 91.7   1 

平成15年度 12 12 11 91.7   1 
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６ 生活排水対策 
  都市化の進展や生活水準の向上等に伴い、私たちが日常生活を営むうえで排出される

生活排水が河川の汚濁の主な原因となっています。 
  このため、河川の水質を改善するためには、生活排水対策をいかに進めるかが重要な

問題です。町では、下水道整備の促進や、し尿と生活雑排水を併せて処理でき、浄化能

力も高い合併処理浄化槽の設置について、補助金制度を設け浄化対策を進めています。 
 

 生活排水対策の処理状況 
 11年度末 12年度末 13年度末 14年度末 15年度末 
人        口 47,870 47,892 47,909 47,759 47,435 
下水道水洗化人口 23,086 23,690 25,226 27,217 27,143 
汲 み 取 り 人 口 3,358 2,968 2,524 2,217 1,866 
汚水処理施設人口 3,197 3,121 3,130 3,073 3,168 
合併浄化槽人口 1,900 2,256 2,805 3,190 3,500 

浄

化

槽 単独浄化槽人口 16,329 15,857 14,224 12,062 11,758 
     

 
  公共下水普及状況                      （平成 15年度末） 

公 共下 水道 整備 状況 水 洗 化 状 況  
処理分区別 整備完

了面積 
整備完

了人口 
普及率 

整備完

了世帯 
水洗化

世帯 
水洗化

率 
第 1処理分区 
杉戸西地区 

ｈａ 
118.3 

人 
8,849 

％ 
64.8 

 
3,034 

 
3,034 

％ 
100 

第 2処理分区 
中央 地区 

 
208.7 

 
15,853 

 
78.6 

 
5,874 

 
4,938 

 
84.1 

                                資料：都市整備課 
 
  特定環境保全公共下水普及状況                （平成 15年度末） 

公 共下 水道 整備 状況 水 洗 化 状 況  
処理分区別 整備完了

面積 
整備完了

人口 
普及率 

整備完了

世帯 
水洗化世

帯 
水洗化率 

第3-1処理分区 
豊岡地区 

ｈａ 
82.0 

人 
4,900 

％ 
93.8 

 
1,519 

 
1,427 

％ 
93.9 

資料：都市整備課 

     町全体の普及率 62.41％（普及人口 29,602人 行政人口 47,435人） 
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 合併処理浄化槽設置補助の内訳 

 5人槽 6～7人槽 8～10人槽 計 累 計 
平成５年度 １ １０ １ １２ １４ 
平成６年度  ８ ８ １６ ３０ 
平成７年度 １ １２ ８ ２１ ５１ 
平成 8 年度 ３ ４ ７ １４ ６５ 
平成 9 年度 ３ １５ ９ ２７ ９２ 
平成 10年度 ６ １３ ２０ ３９ １３１ 
平成 11年度 ３ ３１ １３ ４７ １７８ 
平成 12年度  １６ ２０ ９ ４５ ２２３ 
平成 13年度 １８ １１ ３ ３２ ２５５ 
平成 14年度 １８ １４ ５ ３７ ２９２ 
平成 15年度 １３ １４ ２ ２９ ３２１ 

 
 
  補助対象外 
  ・下水道法第 4条第 1項の認可を受けた地域･････････公共下水道関係 
  ・下水道法第 25条の３第 1項の認可を受けた地域････流域下水道関係 
  （町の下水道整備はここにあてはまる） 
  ・コミュニティープラント設置区域 
  ・農業集落排水処理施設の計画区域 
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第３節 騒音 
   
１ 騒 音 
  騒音は、日常生活に関係が深い公害であり、その発生源も多種多様です。特に、工場・

事業場、建設作業及び各種交通機関から発生するやかましい音は、睡眠や会話を妨げる

など生活環境を損なうため、「好ましくない音」「ないほうがよい音」として規制されて

います。 
  また、工場・事業場、建設作業などの騒音だけでなく、飲食店、家庭などから発生す

る騒音も多くなっています。これらの騒音は近隣騒音といわれており、今日的な問題と

なっています。 
 

発生別騒音苦情件数 
    区分 
年度 工場・事業場 資 材 置 場 近 隣 騒 音 そ の 他 

平成 11年度 5 3 2 1 
平成 12年度 10  4  
平成 13年度 6 1 2 3 
平成 14年度 9 2 1 1 
平成 15年度 ４  １  

      （参考）近隣：音楽、自動車、日曜大工など  その他：爆音機  

 
２ 一般環境基準 
 

     一般地域の環境基準 
時間の区分 

地域の区分 
昼  間 

(6時～22時) 
夜  間 

(22時～6時) 
A地域 1･2種低層住専、1･2種中高層住専 
B地域 1･2種住居、準住居、用途地域外 55dB以下 45dB以下 

C地域 近隣商業、商業・準工、工業 60dB以下 50dB以下 
    （注）工業専用地域については適用されない。 

道路に面する地域の環境基準 
地  域  の  区  分 昼  間 夜  間 

Ａ地域のうち２車線以上の車線を有する道路

に面する地域 ６０dB以下 ５５dB以下 

Ｂ地域のうち２車線以上の車線を有する道路

に面する地域及び C 地域のうち車線を有する
道路に面する地域 

６５dB以下 ６０dB以下 

    （注）車線とは、１縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有 
する帯状の車線部分をいう。 
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 幹線交通を担う道路に近接する空間の環境基準（特例） 
区     分 昼   間 夜   間 
屋     外 70dB以下 65dB以下 
窓を閉めた屋内 45dB以下 40dB以下 

（注）１ 幹線交通を担う道路とは、高速自動車国道、一般国道、県道、４車線以上の市 
町村道をいう。 

        ２ 近接する空間とは、道路端からの距離が２車線以下では 15ｍ、３車線以上で 
は 20ｍの区間をいう。 

３ 窓を閉めた屋内の基準を適用することができるのは、個別の住居等において騒 
音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められる 
ときである。 

 
自動車騒音に係る要請限度 
区域の区分と要請限度 

基準値 
区域の区分 

昼間 夜間 

ａ区域及びｂ区域のうち一車線を有する道路に面する区域 ６５ｄＢ ５５ｄＢ 

ａ区域のうち二車線以上の車線を有する道路に面する区域 ７０ｄＢ ６５ｄＢ 

ｂ区域のうち二車線以上の車線を有する道路に面する区域

及びｃ区域のうち車線を有する道路に面する区域 
７５ｄＢ ７０ｄＢ 

※昼間（午前 6時～午後 10時）、夜間（午後 10時～翌日の午前 6時） 
 
幹線交通に近接する特例 

昼間 夜間 

７５ｄＢ ７０ｄＢ 

※幹線交通に近接する特例は、高速道路、国道、県道に近接（道路端から１５・２

０ｍ）する地域に適用される。 
 
≪環境基準及び要請限度の地域及び区域の区分≫ 

Ａ地域及びａ区分 
第 1種（第２種）低層住居専用地域 
第１種（第２種）中高層住居専用地域 

Ｂ地域及びｂ区分 
第１種（第２種）住居地域、準住居地域 
用途地域の定めのない地域 

Ｃ地域及びｃ区分 商業地域、近隣商業地域、工業地域、準工業地域 
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自動車騒音調査結果 
調  査  地  点 車線数 区域区分 

 国道4号線  東部環境管理事務所前   ２ 第 2種 B地域 
準住居地域 道路の面する地域の環境基準 昼間６５ｄB以下、夜間６０ｄB以下 
 要請限度 昼間７０ｄB、朝･夕６５ｄB、夜間５５ｄB 
（※要請限度を求める場合、1週間の内 3日間測定を行う必要がある。） 

 
自動車騒音調査結果 

騒音レベル  （等価騒音）  
年度 

朝 (6時～8時) 昼間(8時～19時) 夕(19時～22時) 夜間(22時～6時) 
調査年月日 

11 ７５ ７３ ７４ ７５ H11.12. 

12 ７３ ７２ ７１ ７１ H12.10.  

13 ７３ ７３ H13.10  

14 調査実施せず（道路工事により） 

15 調査実施せず 

 

一般的な騒音の例 

120ｄB…飛行機のエンジンの近く   

110ｄB…自動車の警笛（前方２ｍ）リベット打ち 

100ｄB…電車が通るときのガードの下 

90ｄB …大声による独唱、騒々しい工場の中 

80ｄB …地下鉄の車内、国電の車内 

70ｄB …電話のベル、騒々しい事務所の中、騒々しい街頭 

60ｄB …静かな乗用車、普通の会話 

50ｄB …静かな事務室 

40ｄB …市内の深夜、図書館、静かな住宅地の昼 

30ｄB …郊外の深夜、ささやき声 

20ｄB …木の葉のふれ合う音、置時計の秒針の音（前方１ｍ） 

 

 

３ 特定施設（法規制対象） 
    工場等のうち特定施設を設置する事業場をいい、著しい騒音を発生する１１種類の施設

が次のとおり定められています。 
 

１ 金属加工機械 
   イ 圧縮機械（原動機の定格出力の合計が 22.5kw以上） 
   ロ 製管機械 
   ハ ベンディングマシン（ロール式で原動機の定格出力が 3.75kw以上） 
      ⇒金属材料の曲げ加工機械。 
   二 液圧プレス（矯正プレスを除く） 
   ホ 機械プレス（呼び加圧能力が 30トン以上） 
   ヘ せん断機（原動機の定格出力が 3.75kw以上） 
      ⇒ハサミのように対になっている刃によって切断する機械。 


